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原子炉施設保安規定変更の補正に関する事前連絡について 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は，弊社事業につきまして格

別のご理解とご協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

 さて，題記につきまして，下記のとおり安全協定第１０条第１項第１号の規定に基づ

く事前連絡を致します。 

敬 具 

 

 

記 

 

１．補正の理由 

   原子炉施設保安規定変更認可申請後の経済産業省の審査が実施されているが，国

の審査の過程における議論を踏まえ，保全の充実が必要と判断したことから，これ

に従い記載内容を補正する。 

 

２．変更の概要 

平成２３年３月１１日付事前連絡した原子炉施設保安規定の記載内容の一部を

補正する。 

 

 

 

 

 

 

以 上 






































































































































	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066

